
教育の目的 

（学則 第 1 章第 2 条より） 

本学は教育基本法及び学校教育法にのっとり、深く専門の学芸を教授研究し、

その実際的専門的な能力を養うとともに、幅広い教養を培い、建学の精神に基づいて 

人格を陶冶し、謙愛の徳を備え、気品高く、国際的視野に立ち、実行力に富む人材を  

育成し、もって文化の向上に寄与することを目的とする。 

人材養成・教育研究上の目的 

（学則 第 1 章第 2 条第 2 項より） 

幼児教育保育科は、専門分野の知識・技術を修得するとともに、豊かな人間性と

実行力を備え、自立した人間として職業又は実際生活に必要な能力を有する人材を育成

し、もって社会の発展に寄与することを目的とし、次の各号にかかげる事項を教育目標

とする。 

(1) 幼児教育・保育に関しての幅広い専門知識と実践力を備え、保育者としての責任感

及び自覚を持った人材を養成すること。

(2) 創造的な表現力、コミュニケーション能力、社会性を備えた豊かな人間性を涵養

すること。

(3) 幼児教育・保育を担う人材の育成及び教育研究については、その成果を提供する

ことによる地域社会への貢献を視野に入れ取り組むこと。
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